
奈良県中小企業等業務改善支援補助金
（業務改善助成金の上乗せ支給・社労士等報酬の一部補助）

県内事業者の皆様へ奈良県からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症や今般の物価・資源価格の高騰により、厳しい経営状況にあ
る中小企業等に対して、設備投資等による積極的な生産性の向上や事業場内最低賃金の
引上げを支援し、各事業所の業務改善や労働者の所得向上に繋げます

補助率：国の助成確定額の１／８

（参考）

制度の概要

（お問い合わせ・送付先）

〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 TEL：0742-27-8828
奈良県 産業・観光・雇用振興部 雇用政策課 労政福祉係

設備投資等による生産性向上

最低賃金の引上げ
設備投資等に要した費用の一部を補助

（厚生労働省／奈良労働局所管）

県内の中小企業・小規模事業者等を対象に、国の「業務改善助成金」の額に
上乗せ補助

（Ⅰ）

補助率：報酬額の１／２

賃金引上げ後の就労規則等の改定や「業務改善助成金」の申請にあたり、社会
保険労務士等に支払う報酬の一部を補助

（Ⅱ） ※上限額：５０，０００円
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者が、①生産性向上のための設備投資等（機械設備、コンサルティング導入、
人材育成等）を行い、②事業場内最低賃金を一定額以上引上げた場合、その費用の一部を助成

※ 奈良労働局から「業務改善助成金」を、助成率９／１０で交付決定通知を受けたものも対象。※ 令和４年４月以降に賃上げを行っている場合に限ります。
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新設新設新設新設

� 補助金の概要については裏面をご覧ください
� 申請書類など詳細については、奈良県雇用政策課ホームページをご確認ください

※ 県の上乗せ補助の支給対象は、奈良労働局から「業務改善助成金」を、助成率４／５で交付決定通知を受けたもので、令和４年４月以降に賃上げを行っているものに限ります。



奈良労働局に助成金申請書、実施計画書を提出

補助対象・補助率・補助上限額

令和４年４月１日以降に奈良労働局に助成金の交付申請を行い、令和４年
１２月１６日までに、助成率５分の４で交付決定通知を受けていること
（ただし、令和４年４月以降に賃上げを行っているものに限る）

（Ⅰ）上乗せ補助
補助対象

補 助 率 国（奈良労働局）の助成確定額の１／８

（Ⅱ）社会保険労務士等への報酬
奈良労働局から助成金の交付決定通知を受けたうえで、令和４年４月１日
以降、就業規則等の改定や助成金の申請にあたって社会保険労務士等へ支
払う報酬（ただし、令和４年４月以降に賃上げを行っている場合に限る）
※ 助成率１０分の９で交付決定通知を受けたものも対象

補助対象

補 助 率 報酬費用の１／２
上 限 額 ５０，０００円

申請から支給までの流れ

交付決定後、計画に沿って事業実施
県に「助成金交付決定届出書」、業務改善助成金の交付決定通知書(写)等を提出

審査 事業実施 奈良労働局に実績報告書を提出 助成金支給※額確定通知を受ける審査県に「補助金交付申請書」、業務改善助成金の交付額確定通知書(写)、実績報告書(写)等提出※交付額確定通知発行 支給
※記載の提出書類は主なものであり、提出にあたっては必ずホームページ等で必要な提出書類を確認ください

業務改善助成金（奈良労働局）

【Ａ】 【Ｂ】

以下の各期限までに、所定の申請書類を（奈良労働局からの交付書類等を添付のうえ）
このチラシの表面に記載の送付先へ郵送により提出ください（持参不可）
【Ａ】業務改善助成金交付決定の届出 令和５年１月１０日（火）

※予算の範囲内で交付するため、申請期限内に受付を終了する場合があります

申請方法

届出 申請

【Ｂ】奈良県中小企業等業務改善支援補助金の交付申請 令和５年２月１７日（金）※いずれも当日消印有効


